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第１章 はじめに 

１－１ 計画策定の背景                             

本市においては、人口減少や過疎化、少子高齢社会などの進展に伴い、全国的な傾向と同様に

空家等が増加傾向にあります。 

特に適切な管理が行われず放置されている空家は、建物の倒壊など「防災」上の問題、不審者

の侵入など「防犯」上の問題、雑草繁茂やごみ投棄による異臭や害虫の発生といった「環境衛生」

上の問題、建物の腐食や樹木の繁茂等による「景観」上の問題など、市民の生活環境に様々な影

響を及ぼす可能性があることから、早期解決が求められるようになっています。 

しかしながら、適切な管理が行われない空家等であっても、個人所有の財産であるため行政の

管理権限が及ばないことや、長年の放置により所有者の特定が困難なものもあるなど、様々な要

因により解決が困難なものが存在します。 

このような状況を背景として、市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境

の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」

（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）が平成２６年１１月２７日に公布され、平成

２７年５月２６日に施行されました。 

本市においては、これらの背景と課題を踏まえ、市民等と連携・協力を図りながら、管理不全

な空家等の発生抑制や解消を目指し、有効活用を含めた空家等に関する対策を総合的かつ計画的

に実施するため、国が定める基本指針に即して、「高梁市空家等対策計画」（以下「計画」という。）

を策定するものです。 

 

１－２ 計画の位置づけ                           

本計画の策定に当たっては、「高梁市新総合計画後期基本計画」（平成２７年３月）や「高梁市

まち・ひと・しごと総合戦略」(平成２８年１月)などの上位計画に即し、法に基づき本市が取り

組むべき空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な考え方、方向性及び

対策等を示すものです。 

 

 ＜計画の体系図＞ 
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１－３ 計画期間                              

本計画は、本市の空家等対策の実現に向けて中長期的に取り組むべきものである一方、速やか

に対策を講じていく必要もあることから、計画の期間は令和元年度から令和１０年度までの１０

年間とします。ただし、社会情勢の動向等も踏まえながら、必要に応じて適宜見直し等を行うも

のとします。 

１－４ 計画の対象                             

（１）対象とする空家等 

計画の対象とする空家は、法第２条第１項の「空家等」（倉庫や店舗などを含む）のうち、 

空家住宅分類上の「その他の住宅※１」とします。（「二次的住宅」※２、「賃貸用又は売却用の

住宅」は除きます。） 

※１：長期にわたって不在の住宅や建替え等のため解体予定の住宅など 

※２：別荘など普段人が住んでいない住宅など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空家等対策の推進に関する特別措置法 第２条第１項 

この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他

の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着す

る物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

 

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針  ３（１） 

「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間に

わたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がな

いことは１つの基準となると考えられる。 
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＜空家の定義＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対象地域・区域 

本市は、面積は５４６.９９㎢と広大な市域となっています。標高は、５０ｍから６００ｍ

の総じて西に高く東に低い地勢で、山林・原野が約７８％を占める中山間地域です。 

また、人口は平成３１年３月末時点で３０，３７４人、世帯数は１４，４１７世帯となっ

ています。 

本市における空家の状況は、総務省統計局が実施した平成２５年「住宅・土地統計調査※

３」（以下「統計調査」という。）によると、空家の数は４,６５０戸で、総住宅数に占める割

合（以下「空家率」）は２６．３％となり、全国平均の１３．５％を２倍近く上回っており、

県下でも２番目に高い数値となっています。 

こうした中で、計画を策定するにあたり、市内の空家について、位置や数量、老朽化の程

度などを把握するため、平成２７年度から平成２９年度にかけて空家実態調査を実施しまし

た。 

この実態調査結果を見ると、市内の空家は市域全体に幅広く分布しており、空家等対策を

総合的に実施する観点から、対象とする地域は、市内全域を対象とします。 

 

※３：総務省統計局が昭和２３年以来５年ごとに実施しており、全国約２１万調査区、約３５０万住戸・世帯を

抽出 

  

二次的住宅

賃貸用の住宅

売却用の住宅

その他の住宅

空　家

住　宅

住宅以外で人が居住する建物

一時現在者のみの住宅

建築中の住宅

居住世帯のない住宅

居住世帯のある住宅

(別荘等) 
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２－１ 全国の空家等の現状                         

平成２５年住宅・土地統計調査によると、全国の総住宅数は６,０６３万戸で、５年前の前回調

査に比べ３０４万戸、率にして５.３％増加しています。一方、総世帯数は５,２４６万戸となっ

ており、住宅ストック数が世帯数を上回っている状況にあり、量的には充足していることがうか

がえます。このうち空家の数は８２０万戸で、５年前に比べ６３万戸、率にして８.３％増加して

おり、空家率は０.４ポイント上昇し、１３.５％と過去最高になっています。 

 

 ＜全国の住宅総数、空家総数及び空家率の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成２５年住宅・土地統計調査（速報集計）結果の要約（総務省統計局） 

 

２－２ 岡山県の空家等の現状                        

平成２８年岡山県住生活基本計画（改訂版）によると、岡山県の住宅総数は、８８５，３００

戸で、５年前の前回調査に比べ１８，７００戸、率にして２．２％増加しています。 

一方、総世帯数は７４０，４００世帯となっており、住宅ストック数が世帯数を約２０％も上

回る水準であり、過剰な住宅供給となっていることがうかがえます。 

統計調査によると、空家の数は１４０，１００戸で、５年前に比べ１１，７００戸、率にして

９．１％増加しており、空家率は１５．８％と１ポイント上昇し、全国平均の１３.５％を２．３

ポイント上回っています。 

また、「賃貸用又は売却用の住宅」及び「二次的住宅」を除いた「その他の住宅」に属する空家

の数は７１，７００戸に上っており、空家率は８．１％で、その数は過去１５年間で約１．８倍

に増加しています。 

第２章 現状と課題 
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出典：岡山県住生活基本計画（改訂版） 

 ＜岡山県の住宅ストックの推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜岡山県の空家の推移＞  

（単位：戸、世帯） 

（単位：戸） （単位：％） 

（単位：％） 
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２－３ 高梁市の空家等の現状                        

（１）住宅ストックの推移 

平成２５年住宅・土地統計調査によると、本市の住宅総数は、１７，６８０戸で、５年前

の前回調査に比べ１４０戸、率にして０．８％減少しています。一方、世帯数は１３，０３

０世帯となっており、住宅ストック数が世帯数を約３６％も上回る水準であり、岡山県と同

様に過剰な住宅供給となっています。 

＜住宅総数及び世帯数の推移＞ 

 平成２０年 平成２５年 

住宅総数 （戸） １７，８２０ １７，６８０ 

世 帯 数 （世帯） １４，４７０ １３，０３０ 

住宅総数－世帯数 ３，３５０ ４，６５０ 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

 

（２）空家の推移 

本市の空家については、平成２０年に３，３５０戸（空家率：１８．８％）であったもの

が、平成２５年には４，６５０戸（空家率：２６．３％）と、この５年間で約１．４倍に増

加しています。 

平成２５年の空家率は２６.３％で、５年前より７．５ポイント上昇し、全国平均の１３．

５％を１２．８ポイント上回っており、全国平均より相当高い状況がうかがえます。 

 

＜住宅総数、空家数及び空家率の推移＞ 

 平成２０年 平成２５年 

住宅総数 （戸） １７，８２０ １７，６８０ 

空 家 数 （戸） ３，３５０ ４，６５０ 

空 家 率 （％） １８．８ ２６．３ 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

 

＜住宅総数に対する空家率の推移＞              単位（％） 

 平成２０年 平成２５年 

全   国 １３．１ １３．５ 

岡 山 県 １４．８ １５．８ 

高 梁 市 １８．８ ２６．３ 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 
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（３）空家の特徴 

① 用途別の特徴 

統計調査において、空家は、新築・中古を問わず賃貸のために空家となっている「賃貸

用住宅」、売却のために空家となっている「売却用住宅」、別荘など普段人が住んでいない

「二次的住宅」、長期にわたって不在の住宅や建替え等のため解体予定の「その他の住宅」

の４つに分類されています。 

これらのうち「特定空家等※４」となる可能性の高い「その他の住宅」は、平成２５年に

は２，７５０戸存在し、空家総数の約５９．１％を占めており、全国平均の３８．８％を

大きく上回り、高い水準となっています。 

 

※４：「特定空家等」とは、 

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

 ②著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

  ③適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態 

  ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

にある空家をいう。 

 

＜空家の用途別内訳＞                    （単位：戸） 

 平成２０年 平成２５年 

総 数 (Ａ) ３，３５０ ４，６５０ 

賃貸用住宅 １，２８０ １，８７０ 

売却用住宅 ２０ １０ 

二次的住宅 ３０ ２０ 

その他の住宅 

数  (Ｂ) ２，０２０ ２，７５０ 

割合  

(Ｂ/Ａ) 
６０．３％ ５９．１％ 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

 

 

② 建て方・構造別の特徴 

統計調査では、「その他の住宅」の建て方・構造別の内訳では、８５．５％にあたる２，

３５０戸が耐用年数の比較的短い「一戸建(木造)」であり、全国平均と比較しても相当高

い水準となっていることがうかがえます。また、「その他の住宅」の２９．５％は、「腐朽・

破損あり」と判定された老朽空家で高い割合となっています。 
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＜「その他の住宅」の建て方・構造別戸数の内訳＞ 

（上段：戸数、 下段：その他空き家総数に占める割合(%)） 

 総 数 
一戸建 長屋建 共同住宅 

その他 
木 造 非木造 木 造 非木造 木 造 非木造 

全 国 
3,183,600 

100.0% 

2,199,900 

69.1 

105,500 

3.3 

120,600 

3.8 

26,500 

0.8 

116,300 

3.7 

594,300 

18.7 

20,500 

0.6% 

 

 総 数 
一戸建 長屋建・共同住宅・その他 

木 造 非木造 木 造 非木造 

高梁市 
2,750 

100.0 

2,350 

85.4 

10 

0.4 

50 

1.8 

340 

12.4 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

＜空家のうち「腐朽・破損あり」の老朽空家の割合＞ 

 
空き家総数 

別荘等の 

二次的住宅 

賃貸用 

の住宅 

売却用 

の住宅 

その他 

の住宅 

全 国 

総数 8,195,600 412,000 4,291,800 308,200 3,183,600 

腐朽･破損あり 2,130,500 51,400 972,200 52,000 1,054,900 

割合 26.0% 12.5% 22.7% 16.9% 33.1% 

高梁市 

総数 4,650 20 1,870 10 2,750 

腐朽･破損あり 970 10 150 0 810 

割合 20.9% 50.0% 8.0% 0.0% 29.5% 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 
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２－４ 空家等の実態調査                          

（１）調査の概要 

統計調査によると、本市の空家は平成２５年に４,６５０戸（空家率：２６．３％）となっ

ていましたが、市内のどこに、どのような状態の空家があるか等、空家の実態を把握するこ

とが重要であり、平成２７年度から平成２９年度において、各町内会長の協力を得て、空家

等の実態調査を行いました。 

 

① 調査目的 

本市全域の空家について現地調査を行い、空家の件数や分布状況を把握するとともに、

外観目視による不良度判定※５を行うことにより、空家に関するデータベースを作成しまし

た。 

なお、統計調査は、本市の空家等の状況の推移や全国的な見地から本市の状況を判断す    

るための参考資料とします。 

※５：国土交通省「外観目視による住宅の不良度判定の手引き」を参考とする。 

 

② 調査対象区域等 

本市全域における、法第２条第１項に規定する「空家等」のうち、「その他の住宅」を対

象に調査しました。 

 

③ 調査期間 

平成２７年度から平成２９年度 

 

④ 調査内容（概要） 

ア 現地実態調査 

市内全域の各町内会長から回答のあった家屋に対し、外観目視による現地調査を実施

し空家を特定するとともに、空家と特定されたものについては、所在地（住所、住宅地

図帳記載）、建物情報（建物名称、建物用途・階数他）、景観情報（門柱・塀の損傷、傾

き、立木の腐朽・倒壊、雑草の繁茂、道路へのはみ出し、ごみ等の放置・不法投棄等の

有無）についての実態を把握しました。 

さらに、外観目視による不良度判定を行い、老朽の進行度及び倒壊の危険性のランク

付けを行うとともに、周囲に及ぼす影響や危険度についても調査しました。 

なお、この調査結果については空家台帳において管理しています。 

イ 空家データベース及び空家分布図の作成 

空家の実態調査結果をもとに、所在地情報、建物情報等についてデータベースを作成

します。 

 

 

 

（２）調査結果の集計概要 
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① 調査結果の全体概要 

調査結果の全体概要を調査対象ごとに棟数で表すと、次のとおりとなりました。 

調査対象全域（高梁市全棟数） ：１７，６８０棟（H25住宅・土地統計調査より） 

調査結果（空家総数） ： １，０９６棟 

 

② 住宅総数と空家数※６ （平成２９年度末現在） 

地区名 全棟数 空家数 空家率（％） 割合（％） 

市 街 地 ４，９３４ １１７ ２．４ １０．７ 

津川地区 ５８３ ２２ ３．８ ２．０ 

川面地区 ５６６ ２８ ４．９ ２．５ 

巨瀬地区 ５３０ ４５ ８．５ ４．１ 

中井地区 ５１３ ４５ ８．８ ４．１ 

玉川地区 ３００      ８ ２．７ ０．７ 

宇治地区 ３５４ ５１ １４．４ ４．７ 

松原地区 ４２４ ２６ ６．１ ２．４ 

高倉地区 ３７１ ３３ ８．９ ３．０ 

落合地区 ２，８１１ ３５ １．２ ３．２ 

高梁地域 計 １１，３８６ ４１０ ３．６ ３７．４ 

有漢地域 計 １，１６７    ２０１ １７．２ １８．３ 

成羽地域 計 ２，４２２ １９３ ８．０ １７．６ 

川上地域 計 １，５０３ １３８ ９．２ １２．６ 

備中地域 計 １，２０２ １５４ １２．８ １４．１ 

合 計 １７，６８０ １，０９６ ６．２ １００．０ 

 

※６：住宅・土地統計調査では、共同住宅の空き部屋を全て空家にカウントしていますが、今回の実態調

査では、「特措法」における空家等の定義に合った「その他の住宅」のみ空家にカウントしていま

す。  
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③ 老朽の進行度及び倒壊の危険性等判定結果 （平成２９年度末現在） 

（判定可能な棟数：１，０９６棟） 

地区名 空家数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

市 街 地 １１７ ６４ ２０ １６ ８ ９ 

津川地区 ２２ ８ ４ ２ ７ １ 

川面地区 ２８ １５ ５ ２ ２ ４ 

巨瀬地区 ４５ １８ １０ ８ ７ ２ 

中井地区 ４５ １８ １８ ６ ３ ０ 

玉川地区 ８ １ ２ ２ １ ２ 

宇治地区 ５１   １１ １３ １０ １１ ６ 

松原地区 ２６ １１ ５ ４ ４ ２ 

高倉地区 ３３ ８ ９ ５ ６ ５ 

落合地区 ３５ １８ ６ ４ ７ ０ 

高梁地域 計 ４１０ １７２ ９２ ５９ ５６ ３１ 

有漢地域 計 ２０１ １４６ ３２ １０ ８ ５ 

成羽地域 計 １９３ １４３ １４ １９ １０ ７ 

川上地域 計 １３８ ９７ ５ ８ ６ ２２ 

備中地域 計 １５４ ６９ ２２ ４１ １７ ５ 

合 計 １，０９６ ６２７ １６５ １３７ ９７ ７０ 

ランク割合（％） １００．０ ５７．２ １５．０ １２．５ ８．９ ６．４ 

 

老朽の進行度及び倒壊の危険性の高いＤ・Ｅ ランクが占める割合は、全体の１５．３％ 

Ａ：管理が行き届いており、目立った損傷は認められない 

Ｂ：管理が行き届いていないが、危険な損傷は認められない 

Ｃ：管理が行き届いておらず、部分的に危険な損傷が認められる 

Ｄ：建物全体に損傷があり、そのまま放置すれば、近く倒壊の危険性が高まると考えら 

れる 

Ｅ：建物全体の損傷が激しく、倒壊の危険性があると考えられる 
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（３）市内各地域・各地区の空家数及び空家率 （平成２９年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－５ 高梁市の空家等の特性                       

（１）空家率及び空家総数の状況 

・ 空家率については市全体が６．２％となっており、空家総数に占める割合では高梁地域

が全体の３７．４％と最も高くなっています。 

 

（２）老朽危険度の状況 

・ 市全体では、破損が建物全体に及び最も倒壊の危険性が高いと考えられる「危険度判定

Ｅ」が６．４％、Ｅに続いて倒壊の危険性が高い「危険度判定Ｄ」 は８．９％となってい

る中、高梁地域は、「Ｅ」が２．８％、「Ｄ」が５．１％と、他の地域に比べて高い割合と

なっており、続いて川上地域の「Ｅ」が２．０％、備中地域の「Ｄ」が１．６％という割

合になっています。  

有漢地域 
２０１棟 
１７.２％ 

川面地区 
２８棟 
４.９％ 

巨瀬地区 
４５棟 
８.５％ 

中井地区 
４５棟 
８.８％ 

津川地区 
２２棟 
３.８％ 

高倉地区 
３３棟 
８.９％ 

宇治地区 
５１棟 

１４.４％ 

松原地区 
２６棟 
６.１％ 

落合地区 
３５棟 
１.２％ 

市街地 
１１７棟 
２.４％ 

玉川地区 
８棟 

２.７％ 

成羽地域 
１９３棟 
８.０％ 

備中地域 
１５４棟 
１２.８％ 

川上地域 
１３８棟 
９.２％ 

市全域 

1,096棟 

6.2％ 

高梁地域 
４１０棟 
３.６％ 
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第３章 空家等対策に関する基本的考え方 

 

３－１ 目的                              

本計画は、空家等対策を効果的かつ効率的に推進するために、法第 6条第 1項※７の規定に基

づき、国が定める基本指針に即して、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に

実施するための計画として策定するもので、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家

等に対して必要な措置を講ずることにより、市民の生活環境の保全を図るとともに、空家等の

活用を促進し、市民が安心・安全な住みやすいまちづくりに寄与することを目的とします。 

空家等に関する対策を効果的に推進するためには、所有者、市のみならず県や民間組織等、 

地域が連携・協力して取り組んでいくことが重要であり、本計画では、それぞれの役割や連携

方法について明確にします。 

さらに、具体的な対策について「特定空家等の解消の推進」と「特定空家等にしないための

予防の推進」を主眼に老朽・危険空家等への対応、空家等の適切な管理及び利活用など具体的

な取り組み内容を示します。 

※７：市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空

家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることができる。 

 

 

３－２ 基本的な考え方                         

「第２章 現状と課題 」を踏まえ、適切に管理がされていない空家等が増加することにより

防災、防犯、衛生、景観等、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼすだけでなく、さらには地域コ

ミュニティの低下や地域・都市の活力の低下を招くという認識のもと、次の３点を空家等対策に

関する基本的な考え方として、各種の対策に取り組むこととします。 

 

（１）安心で安全なまちづくりを目指し総合的に対策を推進する。 

本市は、今後も人口の減少が続くと推計しており、少子高齢化の進展と相まって、今後も

空家が増加していくことが想定されます。空家の増加は、防災、防犯、衛生、景観等、空家

に直接起因する問題にとどまらず、地域のコミュニティや活力の低下などが懸念されます。

こうしたことを踏まえ、適切な管理がなされず放置された特定空家等に対する【安心・安全

の確保】に加え、特定空家等の発生を予防する観点から、空家を地域の資源として捉え【活

用・流通の促進（予防の推進）】、これらを市民と連携し、まちづくりと一体的に取り組む【地

域（市民）との連携】を３つの柱として総合的に対策を推進します。 

 

 

 

（２）地域（市民）・事業者・行政等の協働により対策に取り組む。 

第３章 空家等対策に関する基本的な考え方 
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空家等の対策を効果的かつ効率的に推進するためには、本計画に基づき地域社会全体で取

り組む必要があります。 

市民・自治組織、不動産をはじめとする関係事業者等と相互に連携を図り、それぞれの立

場で強みを生かし空家等の対策を推進していきます。 

特に地域の自治を担うコミュニティが重要な役割を担っていることから、地域の自治組織

（町内会）との協力・連携は必要不可欠と考えており、協働して取り組んでいきます。 

 

（３）庁内推進体制を整備し、相談等に素早く対応する。 

市民等から寄せられる空家等の問題や相談に対して、的確に素早く対応するため、市民

生活部環境課内に総合相談窓口を設置します。また、空家等がもたらす問題は、防災、防

犯、衛生、景観等多岐にわたることから、庁内関係部局が連携して空家等の対策に対応で

きる体制を構築する必要があります。 

 

３－３ 空家等の適切な管理を促進するうえでの責務            

（１）所有者等の責務 

法においては、所有者又は管理者の責務を努力義務として規定しています。 

空家等の適切な管理は、第一義的には当該空家等の所有者等が自らの責任において行われ

ることが大前提であり、空家の所有者等は、法令等に基づき空家の適切な管理を行わなけれ

ばなりません。 

 

 

 

 

 

 

（２）市の責務 

市の責務については、法令等に規定されているとおり、「空家等対策計画の作成及びこれ

に基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずる」こ

とが求められており、本計画に基づき空家等の対策の実施及び必要な措置を適切に講じます。 

 

 

 

 

 

 

（３）市民等による情報提供 

身近なところで地域の空家の実態を十分把握している市民からの情報の提供は、空家等の

対策を推進するうえで大変重要であります。 

また、市民の一人ひとりが空家等に対する意識を高めていくことは、空家等の発生抑制に

空家等対策の推進に関する特別措置法（市町村の責務） 

第 4条 市町村は、第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等

に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるもの

とする。 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法（空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 
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つながると考えられます。 

 

 

第４章 空家等に関する対 

 

４－１ 庁内推進体制                          

第３章 ２(３) における「庁内推進体制を整備し、相談等に素早く対応する」ため、以下の体

制を整備します。 

・ 市民生活部環境課を総合相談窓口とし、地域からの情報提供や相談に対し、庁内関係部局

と連携し、空家所有者等に対し適切な管理や利活用についての相談等に応じるとともに必要

な情報や可能な支援等について提供を行います。 

・ 多岐にわたる空家等の問題に対処するため、庁内関係部局において、空家等の情報を共有

するとともに特定空家等の認定や特定空家等に対する措置を行うか否かなどについて協議

し、連携して空家等対策に取り組みます。 

 

◆相談等に素早く対応するための庁内推進体制の整備 

■ 空家等対策関係部局 

環境課 
・総合相談窓口及び関係部局との連携に関すること。 

・情報収集及び除却・解体相談に関すること。 

住もうよ高梁推進課 
・利活用に係る空き家情報バンクに関すること。 

・移住・定住相談に関すること。 

消防本部 ・空家に係る消防・予防対応に関すること。 

歴史まちづくり室 ・古民家活用及び歴史まちづくりに関すること。 

建設課 
・市道管理上の突発的な事象に係る応急処置等に関

すること。 

都市整備課 ・都市計画等との調整に関すること。 

市民課 ・住民情報・戸籍情報の提供に関すること。 

税務課 ・固定資産税課税情報の提供に関すること。 

防災復興推進課 ・空家に係る防災上の対応に関すること。 

地域局 
・空家の情報提供及び突発的な事象に対する応急処

置等に関すること。 

地域市民センター ・空家情報の提供に関すること。 

 

４－２ 実態把握と情報共有                       

（１）実態把握の実施方法 

ア 定期的な実態調査 

第４章 空家等に関する対策 
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本市の空家等の対策を効果的かつ効率的に実施するためには、まず市内の空家等の所在

やその状態等を的確に把握することが必要不可欠です。 

このため、平成２７年度から平成２９年度に空家等実態調査を実施し、所在地はもとよ

り空家等の名称・用途・階数等の建物情報、傾きや立木の腐朽・倒壊等の景観情報及び不

良度判定を行い、老朽の進行度のランク付けを行うとともに空家等が周囲に及ぼす影響や

危険度についても調査しました。 

また、当調査で判明した空家等については、その所在地及び空家の情報を台帳に整理し、

さらに住宅地図上にプロットした空家分布図を作成することで、どこに、どのような空家

等があるのかを分かりやすく整理し、空家の利活用についての可否を含め、定期的な更新

に対応可能な形でデータベース化します。 

これらの調査データは、月日の経過とともに大きく変化していくことから、随時、実態

調査を行います。 

 

イ 地域(市民)との連携、協働 

実態調査により把握した空家等は、月日の経過とともにその状態も大きく変化していく

ことから、空家等の状態を的確に把握し、それに応じた措置や対策を講じることが求めら

れます。 

こうした状態の変化を行政担当職員のみで把握することは非効率であることから、市民

からの空家等の情報をもとに、その実態をより詳細に把握するため、町内会等の自治組織

の協力は不可欠であると考えており、今後も緊密な連携や情報共有を図り協働して取り組

んでいきます。 

 

ウ 地域(市民)からの情報集約 

一番身近なところで現状を十分把握している市民や町内会等からの空家等に関する相

談や情報提供など、寄せられた情報等については、素早く対応できるよう総合相談窓口（市

民生活部環境課）で集約し、一元化を図ります。 

 

（２）庁内関係部局との情報共有 

実態調査による空家等の把握に加え、市民等からの情報については、庁内関係部局で情報

を共有し連携して空家等対策に取り組むこととします。 

実態調査等で整理した台帳及び空家分布図等のデータベースについては、庁内関係部局に

おいても随時、最新の情報を確認できるように整備していきます。 
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（３）所有者等の特定 

市は、所有者情報等の把握にあたっては、主に以下の調査により把握することとし、所有

者が死亡されている場合は、法定相続人について調査を行い、所有者等の特定に努めます。 

これまで登記事項証明書では把握できなかった未登記家屋の所有者、現所有者、納税管理

人、送付先等については、法第１０条※８に基づき固定資産税課税情報を必要な限度において

利用し、適切な対応を検討します。 

※８：市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の

空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当

たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

 

 

◆ 所有者等の特定の基本的な手順 

① 固定資産税課税情報の活用 

○法第１０条の規定に基づき税務課（資産税係）へ土地・家屋課税台帳による所有者情報を

照会 

② 登記簿謄本（登記事項証明書）による調査 

○ 建物登記簿謄本による所有者情報 

○ 土地登記簿謄本による所有者情報（建物未登記の場合等もあり、併せて調査する） 

③ 戸籍等の調査 

○ 住民票、住民票の除票等 

○ 戸籍謄本、戸籍の附票等 

 

４－３ 空家等の適切な管理の促進のための啓発等             

（１）市民等（空家等の所有者等を含む）の意識醸成 

空家等の対策を進めるうえで、空家の有効活用及び適切な管理についての意識を市民の間

で醸成することが必要です。とりわけ、所有者にとっては空家とすることで維持管理等の負

担が生じるとともに、適切な管理が行われないことにより周辺に迷惑を及ぼしかねないこと、

また、地域においては空家の増加によって防犯や防災等の面で地域の住環境に悪影響が生じ

る恐れがあること、さらに、他人に損害を与えた場合、民法上の損害賠償責任を問われるこ

とがあるなど、空家に関する問題意識を高めることが、空家の発生抑制につながります。 

 

ア 啓発パンフレットの作成 

庁内関係部局や関係する事業者、地域等が連携して様々な機会を通じて、啓発パンフレ

ットにより市民に対する周知・啓発を図ることとします。 

また、固定資産税・都市計画税の納税通知書の通知に併せて、不動産の適切な管理につ

いてのお願い、空家の利活用に関する情報及び管理不全な空家を含めた問い合わせ先につ

いての案内を同封し、不動産を所有されている方々へ啓発・情報発信を行います。 

イ 広報紙やホームページ等の活用 

空家等の適切な管理についての注意喚起や空家等に関する各種支援等を市広報紙（広報
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たかはし）やホームページを活用して、市民に広く情報発信し、意識の醸成を図っていき

ます。 

 

（２）空家等総合相談窓口の充実 

空家等に関する様々な相談を一元的に受け付ける総合相談窓口を市民生活部環境課内に

設置し、これまでの一般相談に加え、空家の利活用が可能か否か、また利活用可能な場合は

売却や賃貸、リフォーム、適切な維持管理や除却等、庁内関係部局と連携し幅広いニーズに

対応していきます。 

 

４－４ 空家等の利活用の促進                     

（１）空家等の利活用に係る支援 

ア 空き家情報バンク 

・ 空家の利活用を図る施策として、「空き家情報バンク」による情報提供は、空家の需給

をマッチングさせる仕組みとして有効であると考えます。 

本市においては、平成１９年に空き家情報バンク制度を創設し、これまでに高い成約

件数をあげていることから、その有効性は明らかとなっています。今後、成約内容を分

析し、需給ニーズの把握に努め、空家等の利活用に活かしていきます。   

この制度を今後も有効に機能させるためには、空家物件を確保することが必要であり、

引き続き不動産関係業者等との連携を図りながら、様々な機会を通じて情報収集に努め

ます。 

・ 平成２７年度から平成２９年度に実施した空家等実態調査により作成した空家台帳を

もとに、利活用が可能であると考えられるランクＡ～Ｂの空家については、所有者等へ

空き家情報バンク制度の周知等を行うとともに、所有者等の意向や要望等を把握し、利

活用に向けた効果的な情報提供に努めます。 

・ 市街地の空家については、民間の不動産業者においてもマッチングが図られていると

ころですが、郊外の空家においてはマッチングが図られていない状況がうかがえます。

今後は、田舎暮らしを求める人や新規就農者等の受け入れによる利活用を図るため、市

の関係課はもとより町内会や各種団体等、まちづくり関係団体との連携を深め、市民協

働による取り組みを検討していきます。 

 

イ 助成制度 

空家等の所有者等による自主的な利活用の取組を促進するため、空家等のリフォーム等

に係る経費の一部を補助します。 
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４－５ 特定空家等に対する措置等                    

空家等のうち、特定空家等に該当するおそれのあるものについては、速やかな改善が求めら

れることから、早期に助言又は指導を行うことが必要です。 

このため、特定空家等に該当するか否かの判断にかかわらず、市は空家等の所有者等に対し、

除却、修繕、立竹木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための措置をとるよう、助言又

は指導を行い、早期に解決が図られるように努めます。 

 

（１）特定空家等の除却に係る支援 

空家等の所有者等による自主的な特定空家等の除却を促進するため、一定の要件を満たし

た特定空家等の除却に係る経費の一部を補助します。 

※建築物の解体については、建設リサイクル法により、分別解体や廃棄物の適切な処分が義

務付けられており、除却費用も高額になってきている状況から、所有者等への補助制度（高

梁市老朽危険建物除却推進事業補助金）を設けています。 

 

（２）特定空家等の認定 

ア 現地調査 

空家等の実態調査結果及び市民等からの相談・通報等による情報提供に基づいて、これ

らの空家が「特定空家等」に該当するか否かについて、まず市が現地調査を行います。 

 

■実態調査に基づく空家 

実態調査に基づく外観目視による老朽の進行度及び倒壊の危険性のランク付け及び

周囲に及ぼす影響や危険等の調査結果により、「特定空家等」に該当すると思われる空

家について、計画的に現地調査を行うこととします。 

 

■市民等からの情報提供に基づく空家 

市民等からの相談・通報等による空家情報については、情報提供された後、速やかに

現地調査を実施し、所在地及び空家の状況等について外観目視による調査を実施します。 

なお、情報内容に応じて庁内関係部局と適宜連携し、調査への同行や対応についての

協議を行うこととします。 

調査結果及び市の対応方針については、情報提供者に丁寧に分かりやすく説明し理解

を得られるよう努めます。 

現地調査は、基本的には敷地内への立入は行わないものとし、敷地外から敷地や建物

の現況を調査し、法第２条第１項に規定する「空家等」であるか否か、「空家等」の状態

が「特定空家等」に該当するか否かなどについて記録するとともに、必要に応じて周辺

住民や情報提供者、町内会等へ聞き取りを行い所有者等についての情報も収集します。 

  



 

- 20 - 

 

イ 立入調査 

立入調査は、「特定空家等」に該当するかどうか判断するため、敷地外からの外観目視調

査では不十分な場合等で、敷地内に立ち入って建物状況を調査する必要がある場合に限り

実施することとします。 

立入調査を実施する場合は、庁内関係部局の担当職員は、法第９条第４項※９に基づき、

身分を示す証明書を携帯することとします。 

※９：特定空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求

があったときは、これを提示しなければならない。 

 

ウ 認定基準 

「特定空家等」に認定する際は、法第２条第２項※１０に基づき個別に判断することとし、

建築物の倒壊等の危険性を判定する際の客観性の確保や判定手順などについて、庁内関係

部局で十分意見交換し認定基準の運用についてまとめていくこととします。 

※１０：「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著

しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なって

いる状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる

空家等をいう。 

 

エ 認定 

現地調査・立入調査の結果、認定基準に基づき「特定空家等」と認められるものについ

ては、庁内関係部局とも協議した上、「特定空家等」に認定することとします。 

 

オ 非特定空家等への対応 

現地調査や立入調査の結果、「特定空家等」に認定されなかった空家等（「非特定空家等」

と呼ぶ。）についても、適切な管理が必要です。 

これらの非特定空家等については、法第１２条※１１に基づく情報の提供や適切な管理の

お願いなどの助言、公的支援による利活用を勧める等、「特定空家等」に至らせないための

適切な管理の促進に努めます。 

※１１：市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、

助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

 

（３）特定空家等に対する措置 

ア 措置の判断 

「特定空家等」と認められるものについては、法の規定に基づいて「特定空家等」の所

有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要

な措置を取るよう助言又は指導（法第１４条第１項※１２）、勧告（同条第２項※１３）及び命

令（同条第３項※１４）することができるとなっています。「特定空家等に対する措置」を講

じる場合は、個人の財産権を考慮しつつ、空家等の物的状態に加え、それらがもたらす悪

影響の範囲内への建築物や通行人等の存在の有無やその悪影響の程度と危険等の切迫性

を勘案するなど総合的に判断する必要があります。 
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※１２：市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その

他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物

の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

 

※１３：市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善

されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

 

※１４：市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなか

った場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告

に係る措置をとることを命ずることができる。 

 

イ 助言・指導 

「特定空家等」と認定され、「特定空家等に対する措置」を講ずる必要のあるものについ

ては、法第１４条第１項に基づき当該所有者等に対し、助言又は指導といった行政指導を

行い所有者等自らの意思による改善を促すことから取り組みます。中でも、市民等からの

相談・通報等による「特定空家等」については優先して行政指導を行うこととします。 

これらの行政指導にあたっては、書面で行うことを原則とし、行政指導の内容及びその

理由、担当課・責任者、指導に係る措置を実施した場合の報告、改善されない場合は勧告

を行う可能性について、また、勧告に至った場合は、地方税法第３４９条の３の２の規定

による固定資産税の住宅用地特例の対象から除外される旨などを告知するとともに、対象

となる「特定空家等」の現況や周辺へ悪影響をもたらしている状況等の写真のほか、必要

に応じて公的支援などの資料も同封するなど分かりやすい指導に努めます。 

さらに、場合によっては、書面による事務的な指導にとどまらず、面会や電話等により

所有者等の事情を把握し、それぞれの状況に応じて所有者自らが解決を図れるよう丁寧な

対応に努めます。 

 

ウ 勧告 

法第１４条第１項に基づく再三の助言又は指導では、なお当該「特定空家等」の状態が

改善されないと認めるときは、庁内関係部局とも十分検討・協議のうえ、同条第２項に基

づき、当該所有者等に対し、相当の猶予期間を付けて必要な措置をとることを勧告します。 

勧告にあたっては、勧告に伴う効果を当該所有者等に明確に示す観点から書面で行うも

のとし、その送達方法については、慎重を期す観点から配達証明かつ内容証明郵便としま

す。 

勧告を行う場合は、その所有者等に対して、当該勧告に係る措置の内容及びその理由、

責任者、勧告に係る措置を実施した場合の報告、勧告に係る措置をとらなかった場合は命

令を行う可能性について、地方税法の規定に基づき固定資産税の住宅用地特例の対象から
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除外されることを明確に示すこととします。 

勧告を行った場合には、地方税法の規定に基づき固定資産税の住宅用地特例の対象から

除外されることから、総務部税務課資産税係と密接に連携を行うこととします。 

 

エ 命令 

法第１４条第３項に基づき、上記勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措

置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の

猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができます。 

勧告したにもかかわらず正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらない場合におい

ては、庁内関係部局で慎重に検討・協議し、命令を実施するか否かを判断することとしま

す。 

さらに、命令を実施すると判断した場合は、命令に至る経緯やその必要性について、庁

内関係部局との協議を行い、最終決定することとします。 

なお、命令の実施にあたっては、法に基づいて必要な事前手続きを実施するものとし、

命令の内容を正確に相手方に伝え、相手方への到達を明確にすることなど処理の確実性を

期すため書面で行うものとし、その送達方法については、行政処分という重要性に鑑み配

達証明かつ内容証明郵便で行うものとします。 

 

オ 行政代執行 

・ 緩和代執行 

法第１４条第９項※１５では、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、

その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は

履行しても同項の期限まで完了する見込みがないときは行政代執行法の定めるところ

に従い、代執行できるとなっています。 

※１５：市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者が

その措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込

みがないときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべ

き行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

 

代執行できる措置については、以下の二つの要件を満たす必要があります。 

① 他人に代わってすることのできる業務（代替的作為義務）に限られること。 

② 当該「特定空家等」による周辺の生活環境等の保全を図るという規制目的を達成す

るために必要かつ合理的な範囲のものとしなければならないこと。 

法第１４条第３項に基づく命令を発したにもかかわらず、指定の期限までにその義

務の履行がなされない場合で、法第１４条第９項に規定する要件に該当する場合、緩

和代執行について検討することとします。 

緩和代執行の決定については、憲法で保障される財産権を制限することから、周辺

に与えている悪影響や危険性等の度合い、切迫性を含めて、庁内関係部局と総合的な

検討や協議を行い、最終決定することとします。 

・ 略式代執行 
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法第１４条第３項に基づき必要な措置を命じようとする場合において、過失がなく、

その命ぜられるべき者を確知することができないときは、法第１４条第１０項に基づき

略式代執行を行うことができるとなっています。 

略式代執行を行う際は、① 当該措置を行うべき旨、② 期限までに措置を行わない場

合には、代執行を行う旨 をあらかじめ公告しなければならず、その方法については、市

の告示板に提示し、かつ、その提示があったことを官報に掲載することを原則とします。 

略式代執行の決定についても、緩和代執行と同様に庁内関係部局と総合的な検討や協

議を行い、最終決定することとします。 

 

（４）応急措置 

「特定空家等」に対する行政代執行は、行政代執行法に基づく一定の手続きを要するた

め、緊急の場合への対応は困難であることから、「特定空家等」について、人の生命、身体

又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険

な状態を回避するため必要最小限度の措置（以下「応急措置」）を行います。 

応急措置は、倒壊等の周辺への危険回避を図らなければならない状況が切迫している場

合に、必要最小限の措置を講ずるもので、根本的な解決を図るものではなく、具体的には、

飛散の可能性のある屋根へのブルーシートやネットの設置、落下の危険性の高い箇所につ

いての部分的な撤去等が想定されます。 

応急措置の決定については、庁内関係部局間で検討・協議し、実施にあたっては、実施

内容、実施範囲等について建設部門との密な連携のもと、具体的な手法を確認しながら実

施します。その際に、所有者等が明らかである場合には、事前に所有者等に対して応急措

置の実施について同意を得るものとします。 

なお、所有者等が不明な場合や同意を得る時間がない場合については、所有者等の同意

を得ず応急措置を実施することとします。 

 

４－６ 空家が生まれにくいまちづくり                   

（１）官民連携による空家及び跡地の利活用 

空家対策を進めるうえで、行政が担えない部分を民間組織等と連携して、空家及び跡地

の利活用を図ることが重要です。 

これにより、民間組織等の持つ柔軟性や専門性とノウハウを活かした空き家対策の効果

的な推進が期待されます。 

空家等を宿泊施設、交流施設、文化施設等の用途に供するために行う住宅等の取得、移

転、増築、改築等の事業や老朽化した空き住宅を除却し、跡地を地域の活性化のための利

用に供する事業等について、民間組織等と連携を図り、国の「空家再生等推進事業（【活用

事業タイプ】、【除却事業タイプ】）」を活用して空家の改修及び除却を推進し、地域の活性

化に資する空家及びその跡地の利活用を図ります。 

なお、空家や跡地の利活用にあたっては、建築基準法に基づく接道、都市計画法に基づ

く建築制限等、多くの規制を受ける場合があり、庁内関係部局と連携して適切なアドバイ

スを行っていくこととします。 
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（２）歴史的、景観的価値のある空家等の活用・保存 

高梁市には、伝統的建造物群保存地区など町家が建ち並ぶ歴史的な町並みや景観が美し

い建物が数多く残されています。しかし一方で、これらの建物の中にも空家となっている

ケースがあり、地域的景観形成や歴史的町並みの保存を図りながら、地域の活性化が期待

できる施設として利活用を図り、地域の賑わいのあるまちづくりにつなげていくことが重

要です。 

吹屋地区では、古民家の空き家を滞在型宿泊施設として再生し、観光施設としての運営

を行うなど、地域での取り組みも始まっています。 

今後も、こうした、景観的価値のある空家等の利活用・保存については、市民協働によ

る地域の具体的なニーズを掘り起こしていくとともに、特徴ある景観資源を守り、育て、

生活の中に活かすことで、空家の利活用を含めた対策を進めていきます。 

 

（３）空家等対策計画と各種計画との整合性 

総合的な空家対策を推進するうえでは、「空家が生まれにくいまちづくり」を積極的に

進めることが重要であり、各種計画との整合性を図りながら、空家対策を遂行していくこ

とが今後の課題であると認識しています。 

特に「高梁市都市計画マスタープラン」や都市再生特別措置法に基づく「高梁市立地適

正化計画」などと整合性を図りながら、都市計画の観点からの検討も必要であると考えて

います。 

 

 

４－７ 進捗管理と検証                        

この計画は空家等の対策を推進するため、必要に応じて適宜見直しを行う予定としていること

から、事業の進捗管理や検証が重要となります。 

（１）定期的に除却や利活用の実績等について公表するなど、事業の検証を行います。 

（２）事業の検証結果について公表するとともに、計画の見直しの参考とします。 

 

 


